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表　国家回復計画における各州・直轄領の段階（10月1日以降）
第1段階 第2段階（6） 第3段階（8） 第4段階（2）

-

・ペラ
・クランタン
・ペナン
・サバ
・ジョホール
・ケダ

・ペルリス
・サラワク（注2）
・トレンガヌ
・パハン

・セランゴール
・クアラルンプール
・プトラジャヤ
・マラッカ

・ラブアン
・ヌグリ・スンビラン

（出所）「国家回復計画」ウェブサイトから作成

（注1）ジョホール州とパハン州は10月8日から次の段階に移行。
（注2）州の一部は8月4日に第3段階に移行済み。10月1日からは、南部エリア
含めサラワク州全体が第3段階へ。
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